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長崎公務員専門学校学則 

 

第１章  総  則 

 

（目  的） 

第 １ 条  本校は、「知識と知恵」を育み、「人間らしさ」と「タフさ」を尊重する教育を通じ、優れ

た公務員を輩出することを目的とし、活力ある社会の発展に寄与することを目指します。 

（名  称） 

第 ２ 条  本校は、長崎公務員専門学校という。 

（位  置） 

第 ３ 条  本校の位置を長崎市五島町１番１７号に置く。 

（学校評価）  

第 ４ 条  本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校

の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価（以下「自己評価」という。）を行

い、その結果を公表するものとする。  

２  本校は、自己評価結果を踏まえ、本校の関係者等による評価（以下「学校関係者評価」という。）

を行い、その結果を教育活動等に活用するとともに公表するものとする。  

３  前２項に定める自己評価及び学校関係者評価の実施並びに結果の公表について必要な事項は、別

に定める。 

 

 

第２章  課程、学科、修業期間、定員及び休業日 

 

（課程、入学時期、学科、修業期間、定員） 

第 ５ 条  本校の課程、入学時期、学科、修業期間及び定員は、次のとおりとする。 

課程 入学時期 学 科 修業期間 定員 

専門課程 ４月 

教養重点科 2年コース 2年 80 

教養重点科 19か月コース １年 7か月 5 

教養重点科 16か月コース １年 4か月 5 

教養重点科 1年コース 1年 30 

 

（学年、学期及び年次） 

第 ６ 条  本校の学年は４月１日から３月３１日までとする。 

２    本校の学期は、次のとおりとする。 

  第１期   ４月１日から７月３１日まで 

  第２期   ８月１日から１０月３１日まで 

  第３期   １１月１日から３月３１日まで 

３   各学科の年次は入学月から１２か月目までを１年次、１３か月目以降を２年次とする。 
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（休業日） 

第 ７ 条  本校の休業日は、次のとおりとする。但し、校長が必要と認めたときは、適宜変更するこ

とができる。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国の定める祝日 

（３）夏季休業 ８月１日から８月３１日まで 

   ※１６か月、１９か月、２年コースの１年目のみ 

（４）お盆期間 ８月１３日から８月１６日まで 

   ※１６か月、１９か月、２年コースの１年目は夏季休業 

（５）秋季休業    １０月１５日から１１月４日まで 

   ※１６か月、１９か月、２年コースの１年目を除く 

（６）冬季休業    １２月２６日から翌年１月６日まで 

（７）春季休業    ３月１６日から４月８日まで 

（８）その他校長が必要と認めた日 

 

 

第３章  教育課程、授業時間数及び職員組織 

 

（教育課程、授業時間数) 

第 ８ 条  本校の教育課程及び授業時数等は、別表のとおりとする。 

 

（成績の評価基準） 

第 ９ 条  各授業科目における学習・教育目標及び到達目標を達成するため、当該授業科目の授業方

法及び授業計画を明示するとともに、学生の授業への取組状況、当該授業科目の理解度等を考慮した

多元的な成績評価基準を定め、公表するものとする。 

 

（単位の基準） 

第１０条  各授業科目の単位数を定めるに当たっては、講義及び演習については、１５単位時間の授

業をもって１単位とし、実習については、３０単位時間の授業をもって１単位とする。 

 

（単位の授与） 

第１１条  校長は一の授業科目を履修し、かつ成績の審査に合格した者には、所定の単位を与える。 

２  成績の審査は、試験、レポート、平常の成績その他の方法により行う。 

 

（成績の評価） 

第１２条  各授業科目の成績は、１００点を満点とした評点によって表示し、６０点以上を合格とす

る。 

２  成績は、８０点以上をＡ、７０点以上７９点までをＢ、６０点以上６９点までをＣ、５９点以下

をＤの評語をもって表示する。 
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（始業及び終業） 

第１３条    本校の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。 

 入学時期 学科名 始業及び終業時刻 

専 

門 

課 

程 

４月 教養重点科 2年（1年目） 

19か月（1年目） 

16か月（1年目） 

4月-10月 9:00-14:00 

11月-3月 9:00-15:05 

上記以外のコース 4月-10月 9:00-16:30 

11月-3月 9:00-12:15 

 

（教職員） 

第１４条  本校に次の教職員を置く 

   （１）校長         １人 

   （２）教員         ６人以上 

   （３）事務職員     ２人以上 

 

 

第４章  入学、休学、復学、転学科、退学、除籍及び課程修了 

 

（入学資格） 

第１５条  本校の入学資格は次のとおりとする。 

 高等学校を卒業した者（卒業見込みの者を含む。）又は、学校教育法施行規則に基づき、これと同等

以上の学力があると認められた者 

 

（入学志願の手続）  

第１６条    入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）は、入学願書その他校長が別に定める

必要書類及び受験料を添えて校長に願い出なければならない。 

 

（入学者の選考）  

第１７条  前条の規定による入学志願者に対しては、入学試験による選考を行い、合格者を決定す

る。  

 

（入学手続及び入学許可）  

第１８条  前条の規定により合格した者は、所定の期日までに所定の入学金を納付しなければならな

い。 

２ 校長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。 

 

（休学）  

第１９条  学生は、疾病その他やむを得ない事由により２月以上修学することができないときは、校

長の許可を得て休学することができる。  

２  校長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる学生に対しては、休学を命ずること

ができる。  
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（休学期間）  

第２０条  休学期間は、１年以内とし、その期限は１年次又は２年次の終了までとする。但し、特別

の事情があると認められる場合は、さらに１年を限度として休学期間を延長することができる。  

２    休学期間は、通算して２年を超えることができない。  

３    休学期間は、修業期間に算入しない。 

 

（復学）  

第２１条    休学期間が満了したとき又は休学期間中にその事由が消滅したときは、校長に復学を願い

出て、許可を受けなければならない。  

２ 疾病による休学者が復学しようとするときは、医師の診断書を添付しなければならない。 

 

（転学科）  

第２２条    校長は、他の学科への転学科を志願する者があるときは、これを許可することができる。  

２    校長は、前項の規定により転学科を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並

びに在学すべき年数について、決定する。 

３ その他転学科に関する事項は、別に定める。 

 

（退学）  

第２３条    学生が退学しようとするときは、校長に願い出て、許可を受けなければならない。  

 

（除籍）  

第２４条    校長は、次の各号のいずれかに該当する者については、除籍する。 

（１）第２０条第１項及び第２項に定める休学期間を経過して、なお修学できない者 

（２）疾病その他の事由により成業の見込みがない者 

（３）納付金を３ヶ月以上滞納した者 

（４）入学手続き完了者で就学意思が認められない者 

（５）死亡した者 

（６）その他校長が必要と認めた者 

 

（再入学）  

第２４条の２    校長は、本校を課程修了した者、退学した者又は除籍された者が、再入学を志願する

ときは、選考の上、これを許可することができる。 

２ 前項の規定により再入学を許可された者は、第１学年に入学するものとする。 

３ 再入学を許可された者は、再入学金を納付しなければならない。 

４ 前項の再入学金は、初回入学の日から５年以内に再入学する場合に限り、第１８条に定める入学金

の額から既納の入学金を差し引いた額とする。但し、既納の入学金が第１８条に定める入学金の額を

超える場合は、これを免除する。 

５ 初回入学の日から５年を超えて再入学する場合の再入学金は、第１８条に定める入学金の全額とす

る。 
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（課程修了の認定） 

第２５条  校長は、次の各号を満たした者に対して課程修了の認定を行う。 

（１）全所定修業期間の在学 

（２）授業日数の８割以上の出席 

（３）総単位数の９割以上の単位修得 

（４）卒業判定日において授業料及び施設設備費の未納がない者 

２    課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。 

３  課程の修了の認定を受けられなかった者は、退学とする。 

 

（称号の授与） 

第２６条 本校の文化教養専門課程において、修業年限２年以上の課程を修了した者には、専門士（文

化教養専門課程）の称号を授与する。 

 

 

 

第５章  賞  罰 

 

（褒    賞） 

第２７条  校長は、成績優秀にして他の模範となる者を褒賞することがある。 

 

（懲    戒） 

第２８条  校長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して懲戒することができる。 

（１）反社会的行為をした者 

（２）正当な理由がなくて出席が常でない者 

（３）学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

（４）その他校長が必要と認めた者 

２    懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 

 

 

第６章  聴講生 

 

（聴講生）  

第２９条    校長は、本校の授業科目の聴講を志願する者があるときは、教育に支障のない範囲におい

て、選考のうえ、聴講生として受講を許可することができる。 

２    聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第７章  入学金及び授業料等 

 

（納付金） 
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第３０条  本校の納付金は、受験料及び学費とする。 

２ 学費は、入学金、校納金及び教材費等とする。 

３ 校納金は、授業料及び施設設備費とする。 

４ 本校の納付金の額は、次のとおりとする。 

（円） 

学  科 学年 受験料 

学費 

入学金 
校納金 

授業料 施設設備費 

教養重点科 2年ｺｰｽ 1年 10,000 160,000 590,000 134,000 

2年   590,000 152,000 

19 か月

ｺｰｽ 

1年 10,000 160,000 590,000 134,000 

2年   530,000 86,000 

16 か月

ｺｰｽ 

1年 10,000 160,000 590,000 134,000 

2年   454,800 49,000 

1年ｺｰｽ － 10,000 160,000 620,000 152,000 

５ 第２項に定める教材費等は、教育に必要な教材費、学生保険料その他の費用とし、別に定める。 

 

（納付方法及び納付義務） 

第３０条の２  校納金および教材費等は、年度ごとに納入するものとする。 

２ 当該年度の 4月 1日に在籍している者は、当該年度分の校納金および教材費等の納付義務を負う。 

３ 当該年度の 4月 1日前に退学その他の事由により学籍を失った者 

については、当該年度分の校納金および教材費等は徴収しない。既に納入している場合は、これを返還

する。なお、返還に要する費用は 

入学辞退者の負担とする。 

 

（分納） 

第３０条の３  前条の規定にかかわらず、校長が相当と認めた場合は、授業料について分納を認める

ことができる。 

２ 分納の方法、納付期限その他必要な事項は、別に定める。 

 

（納付金の返還） 

第３０条の４  既に納入した納付金は返還しない。ただし、第３０条の２第３項及び次項に該当する

場合はこの限りでない。 

２ 入学辞退届が入学日前日までに提出された場合には、校納金及び教材費等を返還する。入学金は返

還しない。なお、返還に要する費用は入学辞退者の負担とする。 

 

 

第８章  寄宿舎等  

 

（寄宿舎） 

第３１条    本校は、寄宿舎として長崎公務員専門学校寮を設置する。なお、寄宿舎に関する事項は別

に定める。 
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第９章  附帯教育事業 

 

（附帯教育事業） 

第３２条  附帯教育事業として、次のとおり別科を設置する。 

 

（公務員採用試験受験対策講座） 

 入講時期 科 名 修業期間 定員 

昼
間
部 

9月 上級行政科 1年ｺｰｽ 1年 25 

上級行政科 10か月ｺｰｽ 10か月 

上級教養科 1年ｺｰｽ 1年 30 

上級教養科 10か月ｺｰｽ 10か月 

上級専門科 1年ｺｰｽ 1年 5 

上級専門科 10か月ｺｰｽ 10か月 

4月 上級行政科 5か月ｺｰｽ 5か月 60 

上級教養科 5か月ｺｰｽ 

上級専門科 5か月ｺｰｽ 

教養重点科 7か月ｺｰｽ 7か月 5 

教養重点科 4か月ｺｰｽ 4か月 5 

夜
間
部 

4月 

 

上級夜間講座 行政ｺｰｽ 前期後期 1年 45 

上級夜間講座 行政ｺｰｽ 前期 5か月 

上級夜間講座 教養ｺｰｽ 前期後期 1年 

上級夜間講座 教養ｺｰｽ 前期 5か月 

上級夜間講座 専門ｺｰｽ 前期後期 1年 

上級夜間講座 専門ｺｰｽ 前期 5か月 

上級夜間講座 SPI ｺｰｽ 前期後期 1年 

上級夜間講座 SPI ｺｰｽ 前期 5か月 

9月 上級夜間講座 行政ｺｰｽ 後期 7か月 15 

上級夜間講座 教養ｺｰｽ 後期 

上級夜間講座 専門ｺｰｽ 後期 

上級夜間講座 SPI ｺｰｽ 後期 

11月 初級夜間講座 前期後期 1年 20 

初級夜間講座 前期 5か月 

4月 初級夜間講座 後期 7か月 40 

10月 短期集中 上級夜間講座 行政ｺｰｽ  6か月 60 

短期集中 上級夜間講座 教養ｺｰｽ  

短期集中 上級夜間講座 専門ｺｰｽ  

短期集中 上級夜間講座 SPI ｺｰｽ  

 

２ 本校の別科に関する事項は、別科規定をもって別に定める。 
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第１０章  雑  則 

 

（雑    則） 

第３３条  この学則の実施についての必要な事項は、校長が別に定める。 

 

   附  則 

この学則は、平成１５年４月１日より施行する。 

      平成１６年４月９日一部変更 

      平成１７年４月１日一部変更 

      平成１７年１１月１日一部変更 

      平成１８年１１月１日一部変更 

      平成２０年１１月１日一部変更 

      平成２２年４月１日一部変更 

      平成２３年４月１日一部変更 

      平成２３年１１月１日一部変更 

      平成２４年２月１日一部変更 

      平成２７年１１月１日一部変更 

      平成２８年４月１８日一部変更 

      平成３０年４月１日一部変更 

平成３１年４月１日一部変更 

附  則 

この学則は、令和２年４月１日より施行する。 

附  則 

この学則は、令和３年４月１日より施行する。 

附  則 

この学則は、令和３年１１月１日より施行する。 

附  則 

この学則は、令和４年１１月１日より施行する。 

附  則 

この学則は、令和５年１０月１日より施行する。 

附  則 

この学則は、令和６年１０月１日より施行する。 

附  則 

この学則は、令和７年１０月１日より施行する。 

附  則 

１ この学則は、令和８年９月１日より施行する。 

２ 第３２条に規定する別科 短期集中上級夜間講座（行政コース、教養コース、専門コース、SPI コ

ース）は、令和８年度に限り設置する。 

３ 当該別科の定員その他必要な事項は、別科規程をもって別に定める。 

４ 本附則第２項の規定は、当該別科の修了をもって効力を失う。 


